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   開     議 

 

 

○鈴木富美子議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、土屋正人教育長から本日の会議を欠席

させてほしい旨の届出がありましたので、ご報

告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○鈴木富美子議長 日程第１、市政一般に関する

質問を昨日に引き続き行います。 

 なお、浅野敏明議員から資料の配付について

申出があり、会議規則第150条の規定により許

可いたしましたので、ご報告いたします。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 浅野敏明議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 順位６番、議席番号11番、浅

野敏明議員。 

  （11番浅野敏明議員登壇） 

○１１番 浅野敏明議員 おはようございます。 

 本日の質問は２つの項目になりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 早速１番目の質問に入らせていただきます。

都市計画法は1919年（大正８年）に制定され、

戦後の経済成長を受け、1968年（昭和43年）に

新たな都市計画法（新法）が制定されました。 

 新法では、国から地方公共団体への決定権限

の移譲と正式な住民参加の導入とともに、都市

拡張を制限するため、市街化区域と市街化調整

区域に区域区分する線引き制度と開発許可制度

が導入され、さらに市街化区域に用途地域指定

を義務づけ、用地地域を９区分に細分化されま

した。 

 その後、1980年（昭和55年）の改正では、新

たに再開発地区計画が加えられ、公共施設整備

による規制緩和の提供と引換えに行うもので、

従来の都市計画の概念が大きく変わりました。 

 1992年（平成４年）の改正では、市町村の都

市計画の基本方針（都市計画マスタープラン）

が導入され、住居系用途地域の規定が厳密にな

り、用途地域が12区分に細分化され、現都市計

画法では13区分になっています。また、地方分

権推進法に基づき市町村の都市計画審議会が法

定化され、特別用途地区を市町村条例で決定で

きるようになりました。 

 2000年（平成12年）の改正では、準都市計画

区域が創設され、１ヘクタール以上の開発許可

が必要になるほか、立体都市計画制度が導入さ

れました。 

 都市計画は、都市の未来の姿を想定し、規制

や整備を行い、適正な発展を促すため、道路や

公園などの都市施設を整備することや市街地の

開発を進める計画を表します。 

 そのため、本市でも平成５年度に本市都市計

画マスタープランが制定され、直近では2018年

（平成30年度）に制定されています。 

 国土交通省では、都市計画は、社会経済情勢

の変化を踏まえ適時適切な見直しが行われるこ

とが望ましく、都市の骨格を定める都市計画道

路についてもコンパクトシティ・プラス・ネッ


